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ストックオプションストックオプションストックオプションストックオプションとしてとしてとしてとして新株予約権新株予約権新株予約権新株予約権をををを発行発行発行発行するするするする件件件件にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    
 
商法 280 条ノ 20、第 280 条ノ 21 および平成 17 年 8 月 21 日開催の定時株主総会の決議に

基づき、本日、臨時取締役会を開催し、ストックオプションとして新株予約権を発行するこ
とを決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
 
１．新株予約権の発行日 

平成 18 年４月 29 日 
 

２．新株予約権の発行総数 
4,000 個 
 

３．新株予約権の発行価額 
無償 
 

４．新株予約権の目的たる株式の種類および数 
当社普通株式 400,000 株（各新株予約権の行使により発行する株式の数 100 株） 
 

５．新株予約権の行使に際して払い込むべき１株当たりの金額 
782 円 
 

６．新株予約権の行使により発行または移転される当社普通株式の総額 
312,800,000 円 
 

７．新株予約権の行使期間 
平成 19 年４月 29 日から 平成 27 年４月 28 日まで 
 



８．新株予約権の行使の条件 
① 新株予約権の全部または一部につき行使することができるものとする。 
② その他の条件については、当社取締役会が新株予約権発行の目的に鑑みて合

理的と判断する条件を付す契約を新株予約権の割り当てを受けるものとの
間で締結するものとする。 

 
９．新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。 
 

10．新株予約権の行使により株式を発行する場合において資本に組入れる額 
行使価額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切り上げ
るものとする。 

 
11．新株予約権の割当対象者およびその人数 
当社の取締役 
当社の従業員 
当社子会社の取締役 
当社子会社の従業員 

10 名 
26 名 
2 名 
18 名 

 
 
 

合計 56 名 
 

以 上 


